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資料４保育所保育指針 第６章 たたき台案
指針に盛り込むことが考えられる事項 解説書で解説、説明することが考えられる事項

第６章
保育所における保護者への支援は保育士の業務として位置付け

られており、子育て支援は保育所の大きな役割となっている。第保護者に対する支
１章（総則）に掲げるように、保育所は、その特性を生かし、保援
育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て支
援など保護者に対する支援について、職員間の連携を図りながら ○次の事項を解説で説明
積極的に取り組むことが求められる ・ 支援」の意味内容「

・保育所の特性の意味及び特性を生かした子育て支援の今
日的意義

○保護者に対する支援を行うに当たっては、次の点に留意するこ ・養育力、親子の間の関わりの力の意味内容及びその向上１．保育所におけ
と。 の意義る保護者に対する
①子どもの意向や思いを尊重し子どもの福祉を重視すること ・ 相談 「援助」と「保育指導」の意味内容支援の基本 「 」

保護者の意向や思いを踏まえ、保護者と密接に連携し協同し②
て子育てに関わることにより、保護者の養育力の向上及び親 ○関係機関との連携の意義及びその内容・方法を説明
子の間の関わりの力の向上が図られるように努めること 児童相談所、福祉事務所、児童委員、保健センター、教育

③子育て等に関する相談、援助に当たっては、保護者の話を傾 委員会等
聴し、その思いを受容し、相互信頼関係の確立を基本に、一 ○地域における保育に関する情報の熟知及びそれを提供する
人一人のニーズに沿って自己決定を尊重するとともに、個人 役割の意義及び地域の保育資源と連携すること、活用する
情報の保護等に留意すること。 ことの意義を説明

④保育に関する知識や技術など保育士の専門性や、子どもの集
団が常に存在することなど、保育環境や保育所の特性を可能 ○関連する法令及びその意義を説明
な限り生かして支援に当たること。 （児童福祉法第１８条の４・同第４８条の３、児童福祉施設

⑤地域の保育に関する資源の活用、地域の関係機関、団体等と 最低基準第３６条 等）

の連携、協働の下に行うこと。

○保育所に入所する子どもの保護者に対する支援は、子どもの保 ○子どもの通常保育と一体に行われる保護者に対する支援の２．保育所に入所

育との密接な関連の中で 子どもの送迎時の対応 相談・助言 内容及び方法を説明。特に集団的、個別的相談・援助の機している子どもの 、 、 、

連絡通信、会合・行事など様々な機会を活用して行われるもの 会における関わりの重要性を説明保護者に対する支

（ ）援 であること ○保育指導の内容及び方法 ソーシャルワーク技術等を含む

○保育所において、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するた を説明

めに、通常の保育に加えて、保育時間の延長、休日、夜間の保 ○保護者への日々の保育の意図を説明する努力

育など多様な保育を実施する場合には、保護者のニーズに配慮 ○保護者同士の関係・交流を促す努力

するとともに、子どもの福祉が尊重されるようにしなければな ○保護者のニーズに応じた多様な保育サービス（延長保育、

らないこと 夜間保育、休日保育、病児・病後児保育等）の内容や留意

点を説明
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指針に盛り込むことが考えられる事項 解説書で解説、説明することが考えられる事項

（ ）○保護者において育児不安、虐待や不適切な養育等が疑われる場 ○法令 児童虐待の防止に関する法律及び発達障害者支援法

合、入所の子どもの心身障害、発達障害、行動上の問題が見ら に基づき、保育所が行わなければならない対応について説

れる場合には、関係機関と連携協力を図りつつ、保護者に対し 明

保育士の専門性を生かした個別の援助を行うよう努めること。 ○様態に応じた個別的な援助の内容及び方法について説明

○保育所は、児童福祉法第４８条の３に基づき、その行う保育に 地域における子育て支援の基本的留意点の説明３．地域における ○

支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を ・保育の知識、技術を活用した子育て支援子育て支援

踏まえ、地域の保護者等に対する子育て支援を可能な限り積極 （例：親子遊び、離乳食作り、食育体験等）

的に行うよう努めること。 ・地域の保護者が安心して利用できる環境、態度、心がけ

・保育ソーシャルワークの原理

○保育所における地域の保護者等に対する子育て支援は、保育所 （保護者の話の受容、自己決定の尊重、個人情報の取扱）

の特性を生かしたものであり、おおむね次のような取組がある

こと。 ○子育て支援の各取組の意義及び留意点の説明

（1）地域の子育ての拠点としての機能

①保育所機能の子育て親子等への開放（施設・設備の開放、体 ○保育所の行う一時保育の意義・留意点についての説明

験保育等）
②子育て等に関する相談、援助の実施 ○保育所における子育て支援の限界、地域の保育資源（つ
③子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 どいの広場、家庭的保育（保育ママ 、ベビーシッター）
④地域の子育て関連情報の提供 等）との連携や活用の意義

（２）一時保育 等
○地域の子育て支援の発展型取組として、地域の機関や団

○市町村の支援を得て、子育て支援に関わる地域の関係機関、団 体と連携した活動(例：出産前の妊婦に対する支援、困難な
体等との密接な連携協力を図るとともに、子育て経験者など地 状況を抱える家庭への訪問等)の意義、方法、留意点等
域の保育に関する人材の積極的な活用を図ること。

地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題 ○要保護児童対策地域協議会への参画 等○
、 、 。に対し 関係機関等と連携 協力して取り組むよう努めること
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